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備考

2 ㈱アタリ開発
奄美市名瀬小俣町

29番8号

　奄美市下水道条例第６条に規定する手続きを行わなかっ

た。
2026/2/3

2026/3/2

（　１か月　）

業者名 所在地 指定停止事由（措置要件） 指定停止期間

1

　奄美市下水道条例第６条に規定する手続きを行わなかっ

た。

（　3か月　）

2025/12/10

2026/3/9
奄美市名瀬仲勝町

12-6
㈱山元設備

備考

令和7年度（令和7年4月以降）　奄美市排水設備指定工事店指定停止措置業者一覧表

業者名 所在地 指定停止事由（措置要件） 指定停止期間

業者名 所在地 指定停止事由（措置要件） 指定停止期間 備考


